
よ
り
安
心
な
地
域
を
つ
く
る
た
め
に 

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
を
作
成
し
ま
し
た

　
近
年
、
日
本
各
地
で
大
き
な
災
害
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

災
害
が
起
き
た
時
、「
自
分
の
命
は
自
分
で
守
る
」
と
い
う
自
助
の
意
識
が
求
め
ら

れ
ま
す
が
、
高
齢
者
な
ど
、
ひ
と
り
で
避
難
す
る
こ
と
が
難
し
い
人
も
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
市
で
は
災
害
で
の
犠
牲
者
を
減
ら
す
た
め
に
「
避
難
行
動
要
支
援
者
避

難
支
援
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
、こ
の
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
、「
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」

を
作
成
し
ま
し
た
。

　
個
人
情
報
の
提
供
に
同
意
し
た
場
合
、
こ
の
名
簿
の
情
報
を
住
民
自
治
協
議
会
や
自

主
防
災
組
織
な
ど
の
避
難
支
援
等
関
係
者
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
日
頃
か
ら
の
見
守
り

や
、
安
否
確
認
用
名
簿
の
作
成
な
ど
の
参
考
と
し
、
各
地
域
の
自
主
防
災
活
動
に
役
立

て
ま
す
。

【
情
報
の
提
供
先（
避
難
支
援
等
関
係
者
）】

　

住
民
自
治
協
議
会
、
自
主
防
災
組
織
、

自
治
会
（
区
）、
消
防
団
、
民
生
委
員
・

児
童
委
員
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
警
察
、

教
育
委
員
会

【
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
対
象
者
】

　
対
象
者
は
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満

た
す
人
で
す
。

○
要
介
護
認
定
３
〜
５
を
受
け
て
い
る
人

○
身
体
障
害
者
手
帳
１・
２
級
（
総
合
等

級
）
の
第
１
種
を
お
持
ち
の
人

　
（
心
臓
、
じ
ん
臓
機
能
障
害
の
み
で
該

当
す
る
人
は
除
く
。）

○
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の
人

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１・
２
級

を
お
持
ち
の
人

※
介
護
施
設
・
障
が
い
者
施
設
な
ど
に
入

所
な
ど
を
し
て
い
る
人
は
除
き
ま
す
。

※
対
象
者
以
外
で
避
難
支
援
等
関
係
者
が

支
援
の
必
要
を
認
め
た
人
も
名
簿
に
登

録
で
き
ま
す
。

登
録
を
希
望
す
る
場
合
は
、
介
護
高
齢

福
祉
課
ま
た
は
障
が
い
福
祉
課
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
登
録
対
象

者
に
は
、
６
月
中
に
「
個
人
情
報
の
提
供

に
関
す
る
同
意
書
」
を
発
送
し
ま
す
。
避

難
支
援
等
関
係
者
へ
の
名
簿
情
報
の
提
供

に
「
同
意
し
ま
す
」
ま
た
は
「
同
意
し
ま

せ
ん
」
の
ど
ち
ら
か
を
選
ん
で
、
同
封
の

返
信
用
封
筒
に
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

情
報
提
供
に
同
意
し
た
人
の
名
簿
の
み
避

難
支
援
等
関
係
者
へ
提
供
し
ま
す
。

　
な
お
、
災
害
発
生
時
な
ど
に
は
災
害
対

策
基
本
法
の
規
定
に
よ
り
、
皆
さ
ん
の
命

を
守
る
た
め
名
簿
情
報
を
避
難
支
援
等
関

係
者
に
提
供
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
支
援
は
避
難
支
援
等
関
係
者
の
任
意
の

協
力
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
地
域
内
で
円

滑
な
支
援
を
行
う
た
め
に
、
同
意
書
の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

トピックス

【
問
い
合
わ
せ
】
○
介
護
高
齢
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
26
・
３
９
３
９　
℻  
26
・
３
９
５
０　

kaigo@
city.iga.lg.jp

　
　
　
　
　
　

○
障
が
い
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
26・
９
６
５
６　
℻  
22・
９
６
６
２　

shougai@
city.iga.lg.jp

避難支援の流れ

避難行動要支援者

•同意名簿提供の申出
•安否確認結果、避難
　状況などの情報提供

•名簿の提供

•登録申請書や
　同意書の提出

伊賀市

•見守り
•安否確認
•避難支援

住民自治協議会
自主防災組織
自治会　消防団

民生委員・児童委員
社会福祉協議会
警察　教育委員会

避難支援等関係者

名
簿
の
登
録
対
象
者
に

同
意
書
を
発
送
し
ま
す

【問い合わせ】
○がん検診・若年者健診について
　健康推進課　☎ 22-9653　℻   22-9666
　　　　　　　 kenkousuishin@city.iga.lg.jp
○特定健康診査について
　保険年金課　☎ 22-9659　℻   26-0151
　　　　　　　 hoken@city.iga.lg.jp
○後期高齢者健康診査について
　三重県後期高齢者医療広域連合　☎ 059-221-6884

　国民健康保険制度と後期高齢者医療制度に加入している人は、健診を受けてください。
　対象者には６月下旬から順次、受診券・質問票などを送付します。希望の場合、がん検
診も同時に受診できます。
　日程や申込方法など、詳しくは８～ 11ページをご覧ください。
※伊賀市国民健康保険以外の人は加入先の健康保険組合へお問い合わせください。
※指定医療機関以外で健診・ドックを受けた人や仕事先で健診を受けた人は健診結果と質
問票の提出にご協力をお願いします。

国民健康保険特定健康診査 後期高齢者健康診査

対象者

40～74 歳（昭和 20 年９月１日～昭和 56
年３月 31日生まれ）の伊賀市国民健康保険
加入者
※９月１日以降に 75歳になる人（後期高齢
者医療制度に加入する人）は、誕生日の前
日までに、国民健康保険特定健康診査を受
けてください。

75歳以上の後期高齢者医療制度加入者で８
月 31日までに被保険者となる人
※ 65歳以上で一定の障がいがあり認定を受
けている人を含みます。

※５月～８月に 75歳になる人には、８月下
旬以降に順次受診券を送付します。

健診内容

問診・身体計測（身長・体重・腹囲測定）・血圧測定・尿検査・血液検査（脂質・腎機能・肝機能・
糖代謝・尿酸代謝）・貧血検査（赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値）・心電図検査
※後期高齢者健康診査では、腹囲測定はありません。

眼底検査は医師が必要と認めた場合に検査できます。

実施期間 ７月１日㈬～ 11月 30日㈪（休診日を除く）

実施場所

市内指定医療機関または県内受託医療機関
※８月 23日、９月 27日、10月１日・11日、
11月７日・８日に集団健診を予定してい
ます。詳しくは受診券に同封のチラシをご
覧ください。

県内受託医療機関

自己負担金 ０円 住民税課税世帯の人
500円

住民税非課税世帯の人
200円

持ち物 受診券・受診前チェックリスト（国民健康保険特定健診のみ）・健康保険証・質問票

特定健康診査
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